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大飯発電所第２号機 主蒸気管、１次冷却設備配管に係る 

溶接安全管理審査申請書の取り下げについて 

 

 

 平成２３年１１月２９日付け大原発第４０４号により申請（平成２４年２月２２日付け大原発第５５

２号、平成２４年６月１５日付け大原発第１００号、平成２４年６月２７日付け大原発第１２２号、平成

２４年８月２８日付け大原発第２２９号、平成２４年１２月４日付け大原発第４８１号、平成２５年４

月１日付け大原発第５号、平成２５年７月２日付け大原発第１６２号、平成２５年７月１２日付け大原

発第２１７号、平成２５年１０月１日付け大原発第３２６号、平成２７年７月３日付け大原発第１３７

号、平成２８年７月６日付け大原発第１３１号、平成２９年４月６日付け大原発第２号、平成３０年７月

４日付け大原発第１４２号、２０１９年５月１７日付け大原発第５６号、２０１９年６月１４日付け大

原発第８０号で申請書の記載内容変更）しました大飯発電所第２号機主蒸気管、１次冷却設備配管に係

る溶接安全管理審査申請につきましては、以下の理由により取り下げることと致します。 

 大飯発電所第２号機については、平成３０年１１月２２日付け関原発第４１１号をもって核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の３３第２項の規定に基づく発電用原子炉施設

廃止措置計画認可申請を原子力規制委員会殿に対して行い、２０１９年１２月１１日に認可されました。 
これに伴い、前記溶接安全管理審査申請における検査未了設備は、廃止措置段階において機能を維持

すべき設備に該当しないことから、前記溶接安全管理審査申請について取り下げることと致しますので

よろしくお取り計らい願います。 

 


